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令和元年度　第２回全体庁議（５月１７日開催）

（３）中島地区エコタウンの整備について（見直し）[市民環境部]審議 ・ 報告

　■　提案・報告の趣旨

　中島緑地の整備状況や廃棄物の地域内処理等の動向を踏まえ、平成28年11月16日の厚生委員会に報告した「中島地区エコ
タウンの整備について」を修正し、令和元年5月27日の厚生委員会で報告するもの。

・令和元年5月27日　厚生委員会へ報告

※今後は都市計画制度の活用へ向け、必要な手続きを進めていく。

・同内容で、5月27日厚生委員会へ報告することで了承された。

・特になし

　■今後のスケジュール

　■　審議結果

　■　その他、指摘事項等

　■　提案・報告の主な内容(概要)

１　中島地区の現状
　・土地利用の経緯
　中島地区については、農地の転換により、廃棄物処理関連施設の立地や中島霊園の整備が進められてきたが、霊園南側の
土地利用が進んでいなかった。
　平成28年の厚生委員会において、霊園南側については、廃棄物処理、リサイクル関連施設の集積と緑地の整備を進めること
を報告し、中島緑地の整備を行ってきているが、循環処理施設区域の土地利用は進んでいない状況にある。

２　エコタウンの整備の考え方
　・見直し内容
　循環処理施設区域及び既存施設立地エリアについて、リサイクル製品の製造・加工に対応するなどの表記を行い、資源循環
に向けた施設整備を誘導・促進させる。
　緑地区域の整備については、緑地区域を4つにゾーン分けし、うち2箇所についてはCO2吸収ゾーンとして植樹を進める。また、
残りについては、生態系復元・学習ゾーンとして湧水池や樹齢約200年のハルニレを保全し、自然環境を復元しながら自然観察
や学習の場とするほか、コミュニティゾーンとして多目的広場を整備し、市民のレクレーションやスポーツなどの利用の場とするこ
ととしている。


